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五
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告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
三
百
四
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。
そ
の
関
係
図
面
は
、
山
梨
県
県
土
整
備
部
道
路
管
理
課
及
び
中
北
建
設
事
務

所
（
峡
北
支
所
を
除
く
。）
に
お
い
て
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
十
月
二
十
五
日
ま
で
一

般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
道
路
の
種
類
　
県
道

二
　
路
　
線
　
名
　
南
ア
ル
プ
ス
甲
斐
自
転
車
道
線

三
　
道
路
の
区
域

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

旧
新

敷
地
の
幅
員

延
　
　
　
長

の
別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

南
ア
ル
プ
ス
市
浅
原
字
明
神
島
二
九
九
番
地
先
か

旧

一
・
九
〜

五
二
八
・
六

ら

四
・
一

南
ア
ル
プ
ス
市
浅
原
字
明
神
島
富
士
川
右
岸
堤
防

敷
地
先
ま
で

新

一
・
九
〜

五
二
八
・
六

五
・
一

二
・
〇
〜

五
二
五
・
三

五
・
一

山
梨
県
告
示
第
三
百
五
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
告
示
す
る
。
そ
の
関
係
図
書
は
、
山
梨
県
中
北
建
設
事
務
所

（
峡
北
支
所
を
除
く
。）
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
指
定
の
年
月
日

平
成
二
十
四
年
十
月
四
日

二
　
指
定
道
路
の
位
置

韮
崎
市
大
草
町
上
條
東
割
字
大
石
四
百
三
十
七
番
一

三
　
指
定
道
路
の
幅
員

最
大
幅
員
五
・
〇
七
メ
ー
ト
ル
、
最
小
幅
員
五
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

四
　
指
定
道
路
の
延
長

三
十
四
・
三
一
メ
ー
ト
ル

山
梨
県
告
示
第
三
百
五
十
一
号

収
納
代
理
金
融
機
関
の
指
定
（
平
成
九
年
山
梨
県
告
示
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

し
、
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

表
中
「
甲
府
市
上
今
井
町
二
五
〇
八
番
一
」
を
「
甲
府
市
下
飯
田
三
丁
目
五
番
十
二
号
」
に
、「
及

び
れ
い
入
金
」
を
「
、
れ
い
入
金
及
び
雑
部
金
（
保
証
金
を
除
く
。）」
に
改
め
る
。

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
六
十
六
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
月
四
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
六
、八
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

五
五
五

山
梨
県
公
報
平
成
二
十
四
年

十
月
四
日

第
二
千
二
百
六
十
六
号

木　曜　日



公
　
　
　
告

'

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
変
更
の
認
証
申
請
が
あ
っ
た
。
そ
の
関
係
書
類
は
、
県
民
情
報

セ
ン
タ
ー
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日
　
平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
四
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
並

び
に
そ
の
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

１
　
名
称
　
特
定
非
営
利
活
動
法
人
環

２
　
代
表
者
の
氏
名
　
湊
さ
ち
子

３
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
山
梨
県
北
杜
市
大
泉
町
西
井
出
七
千
二
百
二
十
四
番
地
三
　
悠
遊

塾
ふ
ぁ
み
り
ぃ

４
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
の
方
々
に
対
し
、
経
験
豊
か
で
元
気
な
シ
ニ
ア
世
代
を
始
め
と
し
た
地

域
住
民
と
共
に
、
そ
の
自
立
を
支
援
す
べ
く
就
労
機
会
や
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
障
害
者

福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
地
域
社
会
の
活
性
化
と
障
害
者
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目

的
と
す
る
。

三
　
縦
覧
期
間
　
平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
十
一
月
二
十
六
日
ま
で

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
四
年
十
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
四
年
九
月
十
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
ワ
ー
ク
興
建
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
富
士
吉
田
市
大
明
見
四
千
四
百
六
十
二
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
桑
原
才
毅

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
一
九
）
第
五
三
七
六
号

四
　
処
分
の
内
容
　
建
築
工
事
業
及
び
大
工
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
四
年
九
月
三
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
四
年
十
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
四
年
九
月
十
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
北
斗
サ
ッ
シ

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
ア
ル
プ
ス
市
鏡
中
條
千
六
百
三
番
地
二

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
長
谷
川
精
一

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
二
〇
）
第
八
六
二
二
号

四
　
処
分
の
内
容
　
大
工
工
事
業
、
左
官
工
事
業
、
石
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
　

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
、
板
金
工
事
業
、
ガ
ラ
ス
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
、
防
水
工
事
業
、
内
装
仕
上
工

事
業
、
熱
絶
縁
工
事
業
及
び
建
具
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
四
年
九
月
五
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
四
年
十
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
四
年
九
月
十
八
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
カ
レ
ン
ト

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
甲
州
市
勝
沼
町
等
々
力
百
三
十
一
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
三
枝
美
樹

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
二
三
）
第
九
五
四
二
号

四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工
事
業
、
ほ
装
工

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
六
十
六
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
月
四
日

五
五
六



事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
四
年
九
月
十
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止
し

た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
四
年
十
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
四
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
藤
森
建
設
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
北
杜
市
小
淵
沢
町
七
百
九
十
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
小
池
邦
昭

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
特
│
二
四
）
第
七
四
一
号

四
　
処
分
の
内
容
　
大
工
工
事
業
、
屋
根
工
事
業
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業
及
び
内
装

仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
並
び
に
建
築
工
事
業
及
び
鋼
構
造
物
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業

の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
四
年
九
月
十
八
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
四
年
十
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
四
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
田
原
建
設
株
式
会
社

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
大
月
市
猿
橋
町
殿
上
四
十
八
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
田
原
眞
人

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
二
四
）
第
八
〇
八
号

四
　
処
分
の
内
容
　
左
官
工
事
業
、
板
金
工
事
業
、
ガ
ラ
ス
工
事
業
、
塗
装
工
事
業
、
防
水
工
事
業
、

熱
絶
縁
工
事
業
及
び
建
具
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
四
年
九
月
十
八
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
四
年
十
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
四
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
株
式
会
社
伊
東
組

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
南
ア
ル
プ
ス
市
芦
安
芦
倉
八
百
二
十
四
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
伊
東
春
樹

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
特
│
二
二
）
第
三
七
二
三
号

四
　
処
分
の
内
容
　
造
園
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
並
び
に
土
木
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、

石
工
事
業
、
ほ
装
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
四
年
九
月
十
三
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

'

建
設
業
の
廃
止
の
届
出
に
基
づ
く
許
可
の
取
消
し

許
可
を
受
け
た
建
設
業
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
許
可
を
取
り
消
し
た
。

平
成
二
十
四
年
十
月
四
日

山
梨
県
知
事
　
　
横
　
　
内
　
　
正
　
　
明

一
　
処
分
を
し
た
年
月
日
　
平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
四
日

二
　
処
分
を
受
け
た
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

１
　
商
号
　
有
限
会
社
コ
ウ
シ
ン
開
発

２
　
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
　
西
八
代
郡
市
川
三
郷
町
岩
間
二
千
三
百
六
十
一
番
地

３
　
代
表
者
の
氏
名
　
芦
澤
由
子

三
　
許
可
番
号
　
山
梨
県
知
事
許
可
（
般
│
二
二
）
第
九
四
九
六
号

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
六
十
六
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
月
四
日

五
五
七



四
　
処
分
の
内
容
　
土
木
工
事
業
、
建
築
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
、
石
工
事
業
、
鋼
構
造
物
工

事
業
、
ほ
装
工
事
業
、
し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業
及
び
水
道
施
設
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設
業
の
許
可
の

取
消
し

五
　
処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実
　
平
成
二
十
四
年
九
月
十
八
日
付
け
で
四
に
掲
げ
る
建
設
業
を
廃
止

し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

そ
　
の
　
他

山
梨
県
労
働
委
員
会
告
示
第
三
号

当
委
員
会
は
、
労
働
関
係
調
整
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号
）
第
四
条
及
び

労
働
委
員
会
規
則
（
昭
和
二
十
四
年
中
央
労
働
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
六
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
あ
っ
せ
ん
員
候
補
者
を
告
示
す
る
。

平
成
二
十
四
年
十
月
四
日

山
梨
県
労
働
委
員
会

会
　
長
　
　
鶴
　
　
田
　
　
和
　
　
雄

氏
　
名

経
　
　
歴

委
　
嘱
　
年
　
月
　
日

鶴
田
　
和
雄

弁
護
士
　
第
三
十
五
・
三
十
六
期
山
梨
県
労
働
平
成
十
五
年
七
月
十
四
日

委
員
会
公
益
委
員
　
第
三
十
七
・
三
十
八
・
三

十
九
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
会
長

田
中
　
正
志

弁
護
士
　
第
三
十
七
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
公
平
成
十
九
年
七
月
五
日

益
委
員
　
第
三
十
八
・
三
十
九
期
山
梨
県
労
働

委
員
会
会
長
代
理

加
藤
　
里
美

特
定
社
会
保
険
労
務
士
　
第
三
十
六
・
三
十
七
平
成
十
七
年
七
月
十
一
日

・
三
十
八
・
三
十
九
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
公

益
委
員

勝
俣
　
高
明

公
認
会
計
士
　
第
三
十
八
・
三
十
九
期
山
梨
県
平
成
二
十
一
年
七
月
二
十
二
日

労
働
委
員
会
公
益
委
員

深
松
　
和
子

山
梨
学
院
大
学
教
授
　
第
三
十
七
・
三
十
八
・
平
成
十
九
年
七
月
五
日

三
十
九
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
公
益
委
員

神
宮
寺
　
聡

連
合
山
梨
会
長
　
第
三
十
七
・
三
十
八
・
三
十
平
成
十
九
年
七
月
五
日

九
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

青
柳
　
和
仁

ヤ
マ
ト
運
輸
労
働
組
合
山
梨
支
部
執
行
委
員
長
平
成
十
七
年
七
月
十
一
日

第
三
十
六
・
三
十
七
・
三
十
八
・
三
十
九
期
山

梨
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

窪
田
　
　
清

東
京
電
力
労
働
組
合
山
梨
総
支
部
執
行
委
員
長
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日

第
三
十
九
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

中
澤
　
晴
親

連
合
山
梨
事
務
局
長
　
第
三
十
七
・
三
十
八
・
平
成
十
九
年
七
月
五
日

三
十
九
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

萩
原
　
雄
二

ル
ネ
サ
ス
エ
レ
ク
ト
ロ
ニ
ク
ス
労
働
組
合
甲
府
平
成
十
九
年
七
月
五
日

支
部
執
行
委
員
長
　
第
三
十
七
・
三
十
八
・
三

十
九
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
労
働
者
委
員

小
池
　
基
次

山
梨
県
経
営
者
協
会
専
務
理
事
　
第
三
十
九
期
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日

山
梨
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

小
林
　
隆
二

山
梨
県
経
営
者
協
会
相
談
役
　
第
三
十
九
期
山
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日

梨
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

田
中
　
好
輔

甲
斐
日
産
自
動
車
株
式
会
社
代
表
取
締
役
社
長
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日

第
三
十
九
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

松
橋
　
勝
美

塩
山
鋪
装
株
式
会
社
代
表
取
締
役
社
長
　
第
三
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日

十
九
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

武
田
　
與
光

株
式
会
社
テ
ン
ヨ
武
田
代
表
取
締
役
会
長
　
第
平
成
二
十
四
年
九
月
二
十
六
日

三
十
九
期
山
梨
県
労
働
委
員
会
使
用
者
委
員

山
本
　
正
彦

山
梨
県
労
働
委
員
会
事
務
局
長

平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
五
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
六
十
六
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
月
四
日

五
五
八



酒
井
　
研
一

山
梨
県
労
働
委
員
会
事
務
局
次
長

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
七
日

榎
原
　
　
茂

山
梨
県
労
働
委
員
会
事
務
局
審
査
調
整
指
導
監
平
成
二
十
四
年
四
月
二
十
五
日

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
六
十
六
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
月
四
日

五
五
九



発
行
者
　
　
山
　
梨
　
県
　
　
甲
府
市
丸
の
内
一
丁
目
六
番
一
号
　
　
　
　
　
印
刷
所
　
㈱
サ
ン
ニ
チ
印
刷
　
甲
府
市
北
口
二
丁
目
六
番

山
梨
県
公
報
　
　
第
二
千
二
百
六
十
六
号
　
　
平
成
二
十
四
年
十
月
四
日

五
六
〇


